
一般に、元本使用の対価に当たるものについては、利息に該当し得る。
⇒新株予約権付融資における新株予約権についても、元本使用の対価に当たる場合には、利息制限法
上の利息に該当し得る。

利息制限法・出資法の概要及び新株予約権付融資における新株予
約権の利息該当性について

主として経済的弱者である債務者の窮迫に乗じて不当な高利の貸付けが行われることを防止する趣旨か
ら、利息の契約を制限するもの

利息制限法の趣旨

（利息の制限）
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定
める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
（みなし利息）

第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼
金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び
債務の弁済の費用は、この限りでない。

利息制限法の主な内容

新株予約権付融資における新株予約権の利息該当性
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利息制限法と同様

いわゆる高金利等を取り締まることにより、健全な金融秩序の保持に資すること

出資法（出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律）の趣旨

（高金利の処罰）
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント（二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たり
については〇・三パーセントとする。）を超える割合による利息（債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。）の契
約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、
又はその支払を要求した者も、同様とする。

２ 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合によ
る利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を
超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

３ 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント（二月二十
九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。）を超える割合による利息の
契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える
割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

（利息及び保証料の計算方法）
第五条の四 （略）
２・３ （略）
４ 前三条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、
調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、
その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。
一 契約の締結又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの
イ～ハ （略）

二 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料その他の貸付けの相手方の要請により貸付けを行う
者が行う事務の費用として政令で定めるもの

５ （略）

出資法の主な内容

新株予約権付融資における新株予約権の利息該当性


